
 

所沢市地域公共交通協議会 運賃協議部会 次第 

 

日時：令和６年５月２４日（金）午後４時から 

場所：所沢市役所５階 ５０２会議室     

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）所沢市内循環バス「ところバス」路線等の見直しに係る 

運賃に関する協議 

３ 閉 会 

～ 資 料 ～ 

１ 道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見 

２ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書（運賃一覧及び運賃表を添付） 
 
 

参考資料 

 ・所沢市内循環バス（ところバス）新コース（案） 

    （西路線及び松井循環コース） 

   ・運賃表（運賃区界及び距離を記載したもの） 

   ・所沢市内循環バス・ところバスの概要  



道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見
期　間： 令和６年２月１日～２月１４日の２週間
方　法：

番号 対応

1
電子申請

市広報紙、ホームページにより告知。都市計画課に提出、郵送、ファクシミリ、電子メール、電子申請のいずれかの方法で提出。

意見

高い（値下げする方が良い）

選択肢が、高い（値下げする方が良い）、適切な運賃である、安い（値上げする方が良い）の３つしかないので、止むを得
ず、高い（値下げする方が良い）を選択しましたが、私の意見は、距離に応じた運賃を止めて、均一運賃にした方が良いと
思います。また、均一運賃を採用するのであれば、エコ・モビリティの日（毎月22日）の乗車１回につき、おとな　100円
こども　 50円は廃止した方が良いと思います。
東村山市、立川市、武蔵村山市の市主導で補助金を投じて運営されている市内循環バスは、均一運賃となっています。
武蔵村山市は、以前は距離制運賃でしたが約１０年前に色々な検証を経て、均一運賃に変更されています。
これらの市の運賃を考慮すると、ところバスの運賃は、均一運賃を１８０円～２００円程度にするのが妥当で、一日乗車券
は現状のままでよいと思います。若干高いかもしれませんが、２００円にすれば運賃徴収が簡素化できるかもしれません。
均一運賃にすれば、利用者目線で乗車毎に運賃を確認する必要はなくなり、１日３回以上乗車するときは、一日乗車券を購
入した方が安いということも明確だと思います。
ところバスは、交通空白地域を無くすためのもので、一筆書きのようなルートが設定されているように思われます。
したがって、最寄りのバス停と目的地のバス停の直線距離よりも、実際のルートの距離は大幅に長い場合があります。
一筆書きのようなルートのため、利用者が必要とする区間がたまたま遠回りになっていた場合は高額となるのは、利用者目
線で納得しずらいと思います。
遠回りなので時間は多少余計にかかるが、均一運賃なので仕方がないと思ってもらえるようにすれば、ところバスの運行に
理解をしていただきやすくなり、乗車率の向上にもつながるように感じます。
現在の運賃表を見ると、東路線（松井循環コース）で航空公園と東所沢を乗車した場合、保健センター経由の場合２５０
円、ミューズ経由の場合２４０円と異なる運賃になっていますが、これも変だと思います。利用者の目線では、ルートは関
係なく目的地に到着さえすればよいのですから、同じ目的地なのに、たまたま時間帯があったルートで運賃が違うのは納得
感がないと思います。
市の方針で、ところワゴンの地域と、ところバスの地域がそれぞれ設定されています。
ところワゴンは均一運賃ですが、ところバスは距離制運賃で統一されていません。
ところワゴンも、ところバスも交通空白地域を無くすためのもので、多くの市税を使って運行されています。
その観点からも、両方とも運賃制度は同じであるべきだと思います。

ところバスは、一部区間において、民間路線バスと重複
して走行しており、路線バスに準じた対距離制運賃を採
用しています。
乗車する方向により目的地までの運賃が異なる件につい
ては、受益者負担の原則に基づき、乗車する距離に応じ
て、利用者に適正な範囲で負担していただくものと考え
ます。
なお、方向により乗車距離が大きく異なる場合があるた
め、上限運賃270円を設定しています。

資料1



番号 対応

2
電子申請

運賃案のとおりとします。

その他の事項に関しては、ご意見として承ります。

3
電子メール

特別乗車証（無料）を所持している方は、１日乗車券を
購入せず無料で乗車すると考えられます。当該運賃表
は、利用者向けの書類ではなく、運賃届出用の書類であ
るため、現行の表記のままとします。

１日乗車券の制度の周知に努めます。

4
郵送

１日乗車券の制度の周知に努めます。
今、航空公園駅から柳瀬公民館まで利用してます。東所沢駅で乗りかえて行きますので料金も２重払いです。一本で乗れる
ようにしたいですネ。

適切な運賃である

西路線の新案についてなのですが、障害者な私的には小手指･狭山ヶ丘から病院(西埼玉･防衛大･リハビリセンター)や役所(市
役所･保健ｾﾝﾀｰ)への経路は、できる限り乗換を少なくしたいのです。もし乗換があっても、10-15分以内か最悪30分以内には
乗換先のバスが来て欲しいです。寒い停留場で待つのは苦しいので、運行時間の調節または本数増加などでの対応をお願い
したいです。(本当は今までの様に狭山ヶ丘と航空公園が直通のままなのが理想なのですが…)
また、若狭や三ヶ島方面は西武バスでも路線なしや本数極少なので、ところバスだけは絶対に残してください。ところバス
も2時間に1本くらいあれば本当に助かるのですが…
移動手段が公共施設のみな障害者からの意見ですが、生活に必須な受診や手続きの時は西武線･西武バスだけでなく、ところ
バスも必ず利用しているため本当に切実に生活に直結したお願いなので、どうぞ宜しくお願い致します。

特殊 （一日乗車券）
身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、
精神障害者保健福祉手帳を所持する方及びその介護人
200円の部分ですが「で特別乗車証（無料）を所持しないかた」をつけたしたほうがよろしくないでしょうか？

また、ところバス１日券のことを知らず「あら、この間600円使っちゃったわ」という高齢者のかたもいらっしゃいましたの
でバス内の目立つ所に１日乗車券の広告を出していただきたいです

意見



番号 対応

5
電子申請

受益者負担の原則に基づき、乗車する距離に応じて、利
用者に適正な範囲で負担していただく必要があるため、
運賃案のとおりとします。

その他の事項に関しては、ご意見として承ります。

意見

高い（値下げする方が良い）

ところバス、ところワゴンは、私の居住地を通過していませんので、利用したことはありません。
路線図を見ると、公共交通のヒエラルキーが不十分で、どのようにして路線を決めたのか明確ではないと思います。民間の
路線バスは、主要地点を最短経路で結んでいますので、ところバスはこれを補完する形で路線バスの主要停留所間を連結
し、ところワゴンは、住民居住区と主要バス停を連結するように設定すべきと考えます。
また、ところバスもところワゴンも多くの乗客を拾いたいためかルートが蛇行しすぎで、走行距離が長くなるため旅行時間
も長くなっています。その上に便数が少ないため、あまり便利とは言えないことから、バスやワゴンを利用する乗客は決し
て多くはないと思います。
さらに、ところワゴンは、居住区とバス停を連結するフィーダー交通の役目があると思いますが、需要予測をしているので
しょうか。走行中のところワゴンを見ると、乗客がほとんどいない状態が多く目につきます。
きめ細かな需要予測と経路の見直しで、バスやワゴンを増便し、料金を距離制にしなくてもいい状態にすることが可能だと
思います。

所沢市はベッドタウンであるということから、高齢者の移動ニーズの増加に対応するため、公共交通の役割が重要となって
くると思います。そのため、ところバスとところワゴンの利用を促進する施策や、より柔軟性を持つデマンドバスの導入な
どを検討して頂きたいと思います。



 
 

（案） 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 
協議が調っていることの証明書 

 
 
 令和６年５月２４日付け所沢市地域公共交通協議会運賃協議部会において、下記事項

に関し、協議が調ったことを証明する。 
 
  

記 
 

１．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 
 
運賃の種類、適用方法及び額については別添運賃表のとおり 

 
 

２．運賃（料金）を適用する路線又は営業区域 
 
所沢市内循環バス（ところバス） 

    路線の新設及び廃止：西路線 新所沢・狭山ヶ丘コース他 
    経路の変更：東路線 松井循環コース 
    路線の廃止：北路線 富岡循環コース 
 

 
３．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

 
令和６年１０月１日から実施 

  
 
 ４．運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 
 
   西武バス株式会社 
 
 

令和６年５月２４日 
 

所沢市地域公共交通協議会 
運賃協議部会 

資料２－１ 



１．運賃の種類及び額
額

大人 運賃三角表の通り
小児 大人普通旅客運賃の半額

大人 500円

小児
所沢市発行の特別乗車証
（割引）を所持する方
介護保険被保険者証を所持
する所沢市内在住の方
身体障害者手帳、療育手
帳、戦傷病者手帳、精神障
害者保健福祉手帳を所持す
る方及びその介護人

大人 運賃三角表及び換算表の通り
小児 大人普通旅客運賃の半額

身体障害者割引
知的障害者に対する割引
精神障害者に対する割引
戦傷病者割引
被爆者二世に対する割引
原爆被害者割引
特定疾患医療受給者証、指
定疾患医療受給者証、指定
難病医療受給者証又は小児
慢性特定疾病医療受給者証
の所持者に対する割引

所沢市発行の特別乗車証
（無料）を所持する方

無料

特別乗車証（無料）を所持
しない大人

普通旅客運賃の半額

特別乗車証（無料）を所持
しない小児

小児普通旅客運賃の半額

免許証返納者に対する割
引

所沢市発行の無料乗車定期
券又は回数券を所持する方

無料

所沢市発行の特別乗車証
（割引）を所持する方

100円

介護保険被保険者証を所持
する所沢市内在住の方

100円

毎月22日
大人100円
小児  50円

200円

普通回数旅客運賃

運賃の種類・額及び適用方法

旅客運賃の種類

片道

営業割引運賃
（特別運賃）

身体障害者割引
知的障害者に対する割引
精神障害者に対する割引
戦傷病者割引

旅客運賃の割引

普通旅客運賃
特殊

（一日乗車券）

資料２－２



２．旅客運賃の計算方法
　　運賃計算上の端数は表定運賃によるものを除いて10円単位に四捨五入する。
３．運賃の適用方法

（３）大人運賃と小児運賃の区別は、次に掲げる区分による。
　　　大人運賃：中学生以上の者
　　　小児運賃：小学生以下の者
　　　小学生未満（就学前幼児）については、同伴者1人につき2人までを無料とし、3人以上の場合は、2人を超える
　　　人数を小児運賃とする。
　　　乳児（1歳未満）は無料とする。
（４）片道普通旅客運賃は、旅客が片道１回乗車する場合に適用する。
（５）旅客運賃の割引の種類別の適用方法は、次のとおりとする。
ア．身体障害者に対する割引

イ．知的障害者に対する割引

ウ．精神障害者に対する割引

オ．６５歳以上の旅客に対する割引
　所沢市の発行する「特別乗車証」（割引）を乗車時に提示した者とする。
カ．介護保険被保険者証を所持する者に対する割引

キ．免許証返納者に対する割引

ク．重複割引の取扱について

（１）この運賃は、西武バスが所沢市より委託された市内循環バス（ところバス）において旅客を輸送する場合に適用する。

エ．戦傷病者手帳、被害者健康手帳、被爆者二世健康手帳、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定・指定疾患医療受給
者証、又は指定難病医療受給者証の所持者に対する割引

　以上、ア～エに該当する旅客の中で、所沢市発行の特別乗車証（無料）を所持する旅客及び介護人（当社において介
護人を必要と認める場合）について、乗車時に特別乗車証（無料）を提示した際に無料とする。
　また、乗車時にア～ウの該当者及び戦傷病者で手帳を提示した旅客及び介護人（当社において介護人を必要と認める
場合）については半額とする。

　所沢市の発行する運転免許証返納者向けの無料乗車定期券、及び無料乗車回数券を持参したものとする。

　重複の割引で２以上の割引の該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引を適用しない。

（２）一日乗車券については、ところワゴンと共通のものとし、ところバスとところワゴンで相互利用できるものとする。

　所沢市の発行する「特別乗車証」（割引）を乗車時に提示した者、又は所沢市発行の介護保険被保険者証を所持する
旅客で乗車時に介護保険被保険者証を提示した者とする。

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている
者及び介護人（当社において介護人を必要と認める場合）とする。

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年５月１日法律１２３号）第４５条第２項の規定により、精神
障害者保健福祉手帳（写真貼付のあるもの）の交付を受けている者及び介護人（当社において介護人を必要と認める場
合）とする。

　療育手帳制度要項（昭和４８年９月２７日、厚生事務次官通知）に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けた者及
び介護人（当社において介護人を必要と認める場合）とする。
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180

100

【現金払い】

12

180

→

180

5

1

7

航空公園駅 100 100 180 180

リハビリテーション
センター 100 180 1803

100

9

緑町二丁目

180 180 180

100 180 180

180

210 210

14

100 180

180

所沢中学校前 100 100

8

100

200 199

100 100

新所沢駅西口 100 180

190 189

運賃表（西路線　新所沢・狭山ヶ丘コース）

ICカード（パスモ・スイカ）をご利用の場合の運賃は
下記のとおりとなります。

現金払い ICカード

180 178

榎町

小手指駅北口

こどもと福祉の
未来館

1 航空公園駅 100 180 180

3

6 新所沢駅東口8 100

リハビリテーション
センター 100 100

5 松葉町 100

1 100 180 180 180新所沢駅西口

緑町四丁目2 100 180 180

5 100 180

210 210

10 小手指駅北口

小手指公園北

向陽町西

180 180 180

180 180 180

180

北中

20 狭山ヶ丘駅
東口

19 東狭山ヶ丘
一丁目 100

18

15

14

12

9 新所沢駅西口

榎町

小手指駅北口

小手指公園北

100

宮前小学校
入口

100 180 180 180 180

100 100 180

16

100 100

（案）

100 180 180 180

100 180 180



資
料

２
－

４
運賃表（東路線 松井循環コース）

100

100

100

市民医療
センター

保健センター

市営住宅前 100

稲荷

3

270 270

【現金払い】
ICカード（パスモ・スイカ）をご利用の場合の運賃は
下記のとおりとなります。

航空公園駅

航空公園南

東新井町

100

100 180

1

180

180 200

270

270

270 270270 270

190 220 260 270 270 270

270 270 270210 240

270

270

210

270 270

270

270

250

240

270

270 270 270

270270

210

270270

240 260 270

260

270

270270

270

180

180 270

270

210

270

180 210 260

270

270 270

250

270

100

180

180 180

180

270270

180

100

180

180

100 180

100 100

180180

100 180

180

180

100

200

180

100 100 180

パークタウン
所沢警察署前

航空公園駅

180

180

30

秩父学園入口 270

文化センター
ミューズ

270

270

270

100

100

100

240200 270

180

東所沢保育園

180

東所沢駅

180 180

210

260

250

180

100

100

180

100

殖産住宅入口

和田西

250

210100

270

180

200

180

180

180

180

270

180

180

180

260

200

あけぼの橋北

こぶし町東

180

270100

210

180

13

19

23

4

6

10

16

100

21

100

29

1

28

180

180
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西路線（新コース案） 
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）
 

①航空公園駅～新所沢駅西口～小手指駅北口 

②新所沢駅西口～北野下富線～小手指駅北口 

③新所沢駅西口～小手指駅北口～狭山ヶ丘駅東口 

④航空公園駅～ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ～新所沢駅東口 
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三
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系統新設
運賃改定、停留所名称変更　新「稲荷」　旧「稲荷町」
停留所廃止　「七曲り」

所 沢 営 業 所 改正： 2024/2/1 所沢市内循環バス（ところバス） 東路線　松井循環コース

0.55K 0.20K 0.55K 1.15K 0.75K 0.45K 0.25K 0.50K 0.40K 1.00K0.90K

0.30 0.25 0.20 0.55 0.45

1.00K 1.30K 1.15K 1.25K

0.65 0.30 0.35 0.350.30 0.40 0.35 0.40 0.80

1.25K 0.70K

0.60
◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○

0.20 0.45 0.25 0.50 0.40 0.400.30 0.50 0.55 0.70 0.35 0.350.55 0.45
◎ ○ ◎ ○ ◎ ○◎○ ○

東

所

沢

保

育

園

東

所

沢

中

央

松

戸

橋

航

空

公

園

駅

所

沢

市

役

所

所
沢
警
察
署
前

パ
ー

ク
タ
ウ
ン

ミ

ュ
ー

ズ

◎ ◎ ○ ◎◎ ◎ ◎
和

田

東

和

田

南

会

館

◎ ○ ○○ ◎ ○ ○ ◎ ○
稲

荷

和

田

西

下

河

原

下

安

松

通

り運

賃

区

界

及

び

停

留

所

名

殖

産

住

宅

入

口

運 行 系 統 航 空 公 園 駅 ～
所 沢 市 役 所
・ 保 健 セ ン タ ー

～ 航 空 公 園 駅 （所沢101）

秩

父

学

園

入

口

こ

ぶ

し

町

西

こ

ぶ

し

町

中

央

航空公園駅

航空公園南 100

東新井町 100 180

市民医療
センター

100 100 180

航

空

公

園

南

公

園

通

り

航

空

公

園

駅

篠

山

公

園

西

武

秋

津

団

地

市

営

住

宅

前

保

健

セ

ン

タ

ー

市

民

医

療

セ

ン

タ

ー

東

新

井

町

保健センター 100 100 100 180

市営住宅前 100 100 100 180 180

100 100 180 180 180

２． 運 行 回 数 左右各 5 回
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４． 割 引 制 度 市内在住　満65歳以上の方は運賃が100円（特別乗車証の色は緑） 東所沢駅 100
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毎月22日はエコ・モビリティの日（全線100円）

障害者割引 ① 市内在住（オレンジ色の特別乗車証交付者）・・・運賃は無料
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《所沢市内循環バス・ところバスの概要》 
令和５年１２月末現在

運行目的

運行方式

年度 項目
コース数
車両台数

総利用者数
（人）

特別乗車証
利用者（人）

市補償料
（円）

平成１０年度 5月1日 東西２路線で運行開始
東西

２路線２コース
（小型２台）

78,782 39,279 37,410,424

平成１１年度 4月1日 新たに南北２路線増設 202,139 124,263 96,297,179

平成１２年度 231,887 148,771 82,692,008

平成１３年度 241,469 166,258 81,903,571

平成１４年度 252,055 178,235 81,064,470

平成１５年度 258,354 187,892 75,674,534

平成１６年度 11月1日 既存路線の一部を変更、東・南路線を各１コース増設 268,031 195,678 91,352,097

平成１７年度 12月1日 車内有料広告制度導入 304,182 221,279 97,658,830

平成１８年度 332,513 245,126 96,353,997

平成１９年度
9月～
毎月22日

１００円乗車実施
公共交通機関の利用により大気汚染・地球温暖化防止
毎月22日「エコ・モビリティの日」

337,889 251,025 93,635,971

平成２０年度 349,151 261,904 95,279,857

平成２１年度 9月28日

既存路線の一部を変更、新たに西路線三ヶ島循環コース
を増設
各コースにおいて１便（往復２便）を増便
　総便数　４４便 → ６４便
特別乗車証制度の見直し（高齢者）
・運賃負担：無料 → 一律１００円（１回の乗車につき）
・対象年齢：７０歳以上 → ６５歳以上
・介護保険被保険者証の提示で特別乗車証と同様の扱
い

321,015 234,849 154,336,738

4月1日 パスモ・スイカ利用開始

6月1日 1日乗車券制度開始

平成２３年度 324,266 215,362 137,470,011

平成２４年度 7月2日
特別乗車証申請窓口を市民課サービスコーナーにも拡
大

343,037 229,567 136,648,877

5月1日 運転免許証自主返納者に無料定期券・回数券交付

10月1日

既存路線（西路線・北路線・柳瀬）の一部を変更
西路線三ヶ島循環コースと新所沢・狭山ヶ丘コースを
新所沢・三ヶ島コースに統合
総便数　６４便 → ５４便

平成２６年度 4月1日 消費税率改定（5%→8%）に伴う運賃改定 373,518 258,976 125,831,078

平成２７年度 391,099 269,137 113,265,096

1月4日
既存路線（西路線）の一部を変更
（「こどもと福祉の未来館」バス停新設）

1月30日 「所沢市における地域公共交通の方向性について」答申

平成２９年度 392,967 276,163 129,531,390

平成３０年度 10月1日
既存路線（柳瀬循環・吾妻循環・富岡循環）の一部経路
変更
吾妻循環コース　東村山市への乗り入れ開始

396,626 274,658 135,499,586

令和元年度 390,595 276,881 144,638,651

令和２年度 4月1日
吾妻循環コース　東村山市への乗り入れ停止
消費税率改定（8%→10%）に伴う運賃改定

280,193 194,410 168,649,483

12月1日 特別乗車証　郵送受付開始

2月1日 松井循環コース（左回り）　ダイヤ変更

4月1日 西路線　コース名、ルート及びダイヤ変更

5月1日 特別乗車証　電子申請による受付開始

6月1日 障害者手帳アプリ「ミライロID」適用開始

4月1日 柳瀬循環コース　コース名、ルート及びダイヤ変更

1月31日 松井循環コース「七曲り」停留所廃止

2～3月
（予定）

ＥＶ車両（１台）試験運行開始
（車両：小型13

台）

※1　平成２５年度～　運転免許返納に伴う無料乗車券利用者数を含む

令和５年度

運行69回

238,061,000

173,524,452

令和４年度

令和３年度

144,746,357

東西南北
４路線７コース
（小型１０台・
中型２台）

運行64回

228,318 170,505,447

東西南北
４路線６コース
（小型１２台）

運行54回

平成２８年度

平成２２年度

平成２５年度

123,761,617272,144

東西南北
４路線６コース
（小型１０台・
中型２台）

運行54回

239,022

389,587

１．高齢者・障害者等の交通弱者対策
２．公共施設利用の利便性向上
３．交通不便地域の解消

乗合バス事業者への運行経費補償
　（西武バス株式会社）

東西南北
４路線４コース

（小型６台）

背景
　　平成７年６月　市議会に循環バス導入に関する市民から
　　　　　　　　　　２件の請願が提出された。
　　平成８年３月　市議会において、請願が採択された。
　　※その他、陳情書、市長への手紙等による循環バス導入の
　　　要望あり。

　　市とバス事業者が協定を締結し、運行経費から運行収入
　（運賃等）を差し引いた不足金額を市が補填する方式。

304,669 140,570,891

東西南北
４路線６コース

（小型６台・
中型２台）

運行44回

205,251

東西南北
４路線６コース
（小型１２台）

運行66回

313,376 214,191

334,275

353,217
※１

（当初予算）


